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令和７年度 嘉麻市配偶者等からの暴力防止対策連絡協議会会議録（要約筆記） 

 

１ 審議会等の名称 令和７年度嘉麻市配偶者等からの暴力防止対策連絡協議会 

２ 開催時期 令和７年 10 月２日（木）14 時 00 分～14 時 40 分 

３ 開催場所 碓井庁舎２階会議室４ 

４ 公開又は非公開の別 公開 

５ 非公開の理由（会議を非公開とした場合のみ） 

６ 出席者等 

（１）出席委員 

大里茂晴委員（会長）、渡辺委員（副会長）、大里佳穂委員、戸畑委員、末石委員、 

三浦委員、 﨑委員、小川委員、大塚隆彦委員、大塚奈津子委員、一瀬委員 

（２）欠席委員 

伊藤委員 

（３）事務局 

男女共同参画推進課長、男女共同参画推進課長補佐、女性相談支援員 

７ 傍聴人数（会議を公開した場合のみ）０人 

８ 議題及び審議の内容 

（１）会長あいさつ 

（２）自己紹介 

（３）議題等 

１）今年度上半期における当課所管相談状況について 

２）関係機関からの管内状況説明 

 ①嘉麻市こども家庭センター 

 ②田川児童相談所 

 ③嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

 ④嘉麻警察署 

  ３）その他 

 

【審議の内容・主な意見】 

１）今年度上半期における当課所管相談状況について 

〇事務局（女性相談支援員）より説明。 

  本年度９月までの相談は 64 件、委託しているかま女性ホットラインでの相談は 13

件で合計77件です。そのうちＤＶの相談は47件です。昨年度と比較すると件数は増

加しています。理由としては、同じ相談者に複数回対応していること、匿名の電話

相談が増えていることが考えられます。 

〔意見等〕 

（会 長）質問等はありませんか。 

（委 員）件数の増加は、同じ方が相談しているということですか。 

（事務局）７月に複数回対応する必要がある方がいました。 

（委 員）男性の方の相談はどうしていますか。 

（事務局）市民相談の担当が対応しています。 

 

２）関係機関からの管内状況説明 

 ①嘉麻市こども家庭センター 

〇三浦委員より説明。 

  心理的虐待に含まれる面前ＤＶの件数を報告します。令和４年度心理的虐待 59
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件うち面前ＤＶ33 件（56％）、令和５年度心理的虐待 50 件うち面前ＤＶ40 件

（80％）、令和６年度心理的虐待 73 件うち面前ＤＶ60 件（82％）です。身体的虐

待は年々減少しているのですが、心理的虐待特に面前ＤＶは増加しています。面

前ＤＶ発生の背景としては、経済的な問題、飲酒しての夫婦間トラブルがありま

す。夫婦どちらかが警察に通報し、子育て支援課に連絡がくるようになっていま

す。 

〔質問事項〕 

   （会 長）面前ＤＶとは、こども達の前で夫婦げんかをすることですか。 

   （委 員）そうです。 

   （会 長）警察が対応しているということですか。 

（委 員）夫婦どちらかが警察に通報し、保護された後、警察の方から児童相談  

所、子育て支援課に連絡がくるようになっています。連絡後、子育て 

支援課が対応しています。 

   

  ②田川児童相談所 

   〇欠席のため説明なし。 

 

  ③嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

   〇戸畑委員より説明。 

     令和６年度の相談は来所 116 件、電話 70 件、合計 186 件です。一時保護は令和 

６年度６件、令和７年度は 10 月１日現在で５件です。相談者が安心して生活でき 

ることを目的として対応しております。 

  〔質問事項〕 

    特になし。 

 

  ④嘉麻警察署 

   〇末石委員より説明。 

     ＤＶ案件については全国的に増加しており、福岡県内は 2,500～2,700 件となっ 

ております。裁判所からの保護命令は、令和６年度は 52件、今年度は 30件、夫婦 

間トラブルによる検挙は、令和６年度 145件、今年度 127件（８月現在）となって 

おります。通報があれば対応しており、行政の助けを受けたくない方、親族等がい 

ない方の対応に苦慮しています。 

〔質問事項〕 

   （委 員）嘉麻市内に一時的に避難できる民間のシェルター等はありますか。 

   （事務局）市内にはありません。 

   （委 員）一時保護には該当しない方を受け入れる施設がなくて困っています。 

   （委 員）母子生活支援施設は緊急一時保護に対応しているが、県を通じてとなる 

ため、直接保護することはできない。 

   （委 員）以前、本人が費用を負担できるということで、ホテルに滞在するため同 

        行したことはあります。 

   （委 員）社会福祉協議会では、地域の集会場所や生活困窮により住まいをなくし 

てしまった方のため一時的に居住できる場所があります。しかし、老朽  

化のため今年度でなくすということになっています。 

   （委 員）研修で警察が確保しているホテルがあると聞いたことがあります。 

   （委 員）休日の場合など基準があります。 

   （会 長）ＤＶなどで困っている方をひとりでも救済するためには、関係機関が連
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携し、対応していけたらいいなと思います。 

 

３）その他 

〇来年度協議会委員の推薦について、事務局より説明。 

 

９ 配布資料 

 ・会議次第 

 ・協議会委員名簿 

・嘉麻市女性相談件数 

 

令和７年 10 月 15 日 

会議録確認者  大里茂晴   

 


